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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月13日(2019.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウムおよび固体イオン伝導性ポリマー材料を含んでなる負極；
　電気化学的に反応して還元で水酸化物イオンを生成することができる減極剤を含んでな
る正極；および
　負極と正極との間に挿入されて電極間に水酸化物イオンをイオン伝導する電解質を含ん
でなるバッテリー。
【請求項２】
　電解質がさらに固体イオン伝導性ポリマー材料を含んでなる、請求項１に記載のバッテ
リー。
【請求項３】
　正極がさらに固体イオン伝導性ポリマー材料を含んでなる、請求項１に記載のバッテリ
ー。
【請求項４】
　減極剤が金属酸化物である、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項５】
　減極剤が二酸化マンガンを含んでなる、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項６】
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　負極がさらに電導性材料を含んでなる、請求項２に記載のバッテリー。
【請求項７】
　アルミニウムが固体イオン伝導性ポリマー材料中に分散されている、請求項１に記載の
バッテリー。
【請求項８】
　減極剤が二酸化マンガンを含み、そして正極がさらに固体イオン伝導性ポリマー材料を
含んでなる、請求項７に記載のバッテリー。
【請求項９】
　固体イオン伝導性ポリマー材料が３０％より高い結晶化度を有する、請求項１に記載の
バッテリー。
【請求項１０】
固体イオン伝導性ポリマー材料の電導率が室温で１×１０-8Ｓ／ｃｍ未満である、請求項
１に記載のバッテリー。
【請求項１１】
固体イオン伝導性ポリマー材料の融解温度が２５０℃より高い、請求項１に記載のバッテ
リー。
【請求項１２】
固体イオン伝導性ポリマー材料のイオン伝導度が室温で１．０×１０-5Ｓ／ｃｍより大き
い、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項１３】
固体イオン伝導性ポリマー材料が少なくとも１つのカチオン性拡散イオンを含んでなり、
カチオン性拡散イオンが、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、またはポスト遷
移金属からなる群から選択される、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項１４】
　１リットルの固体イオン伝導性ポリマー材料あたり少なくとも１モルのカチオン性拡散
イオンが存在する、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項１５】
　固体イオン伝導性ポリマー材料がポリマー、電子受容体およびイオン化合物の反応によ
り形成され、ここで、イオン化合物がそれぞれ少なくとも１つの、カチオン性拡散イオン
およびアニオン性拡散イオンを含んでなる、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項１６】
　固体イオン伝導性ポリマー材料が熱可塑性である、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項１７】
　固体イオン伝導性ポリマー材料のカチオン輸率が０．５以下であり、そしてゼロより大
きい、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項１８】
　固体イオン伝導性ポリマー材料のイオン伝導性が等方性である、請求項１に記載のバッ
テリー。
【請求項１９】
　固体イオン伝導性ポリマー材料が室温で１×１０-4Ｓ／ｃｍより大きいイオン伝導度を
有する、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項２０】
固体イオン伝導性ポリマー材料が８０℃で１×１０-3Ｓ／ｃｍより大きいイオン伝導度を
有する、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項２１】
固体イオン伝導性ポリマー材料が－４０℃で１×１０-5Ｓ／ｃｍより大きいイオン伝導度
を有する、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項２２】
水酸化物イオンの拡散率が室温で１．０×１０-13ｍ2／ｓより大きい、請求項１に記載の
バッテリー。
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【請求項２３】
　固体イオン伝導性ポリマー材料のヤング率が３．０ＭＰａ以上である、請求項１に記載
のバッテリー。
【請求項２４】
固体イオン伝導性ポリマー材料が基材ポリマー、電子受容体およびイオン化合物の反応生
成物から形成される、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項２５】
基材ポリマーがＰＰＳまたは液晶ポリマーである、請求項５１に記載のバッテリー。
【請求項２６】
　アルミニウムが固体イオン伝導性ポリマー材料と混合され、そして負極が熱可塑性であ
る、請求項１に記載のバッテリー。
【請求項２７】
　減極剤が二酸化マンガンを含んでなり、そして二酸化マンガンがβ－ＭｎＯ２（パイロ
ルース鉱）、ラムズデル鉱、γ－ＭｎＯ２、ε－ＭｎＯ２、λ－ＭｎＯ２，ＥＭＤ、ＣＭ
Ｄおよびそれらの組み合わせを含んでなる群から選択される、請求項１に記載のバッテリ
ー。
【請求項２８】
　固体イオン伝導性ポリマー材料が、３０％より高い結晶化度、ガラス状態、ならびに少
なくとも1つのカチオン性拡散イオンおよびアニオン性拡散イオンの両方を含んでなり、
ここで、少なくとも1つの拡散イオンがガラス状態で可動性である、請求項1に記載のバッ
テリー。
【請求項２９】
　固体イオン伝導性ポリマー材料が、該固体イオン伝導性ポリマー材料の融解温度未満の
温度で存在するガラス状態を有する、請求項１に記載のバッテリー。
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